
平成２３年４月臨時教育委員会会議録 

 日      時  平成２３年４月１日（金）  午前８時４５分～午前８時５５分 

 場      所  秦野市役所西庁舎３階会議室 

 出席委員 
 委員長 望月 國男  委員長職務代理 加藤  剛 

 委 員 髙槗 照江  教育長 内田 賢司 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教育部長    水野 和成 

教育総務課長  山口 均 

教育総務課課長補佐(庶務担当) 入野 義郎 

 

 傍聴者  ０名 

 会議次第 

１ 開  会 

２ 選  挙 

 (1) 秦野市教育委員会委員長の選挙について 

３ 議  案 

(1) 議案第１７号 秦野市教育委員会教育長の任命について 

４ 閉 会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

 ―前委員長髙野二郎氏が辞任のため、「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」第１２条第４項の規定により望月職務代理

が会議の進行を務めることに決定― 

望月委員長職務代理 ただ今から、臨時教育委員会会議を開催いたします。 

まず、「秦野市教育委員会委員長の選挙について」説明をお願

いいたします。 

教育総務課長 それでは説明させていただきます。 

前秦野市教育委員会委員長髙野二郎氏が、平成２３年３月３１

日をもって辞任されたことに伴いまして、後任の委員長を選出す

るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１

項の規定により選挙を行うものです。 

なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条で、
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委員長は教育長を兼ねることができないことになっております。

望月委員長職務代理 それでは委員長選挙の方法についてお諮りしたいと思います。

委員長の選挙については、秦野市教育委員会会議規則第２条で

無記名投票と指名推選の方法が規定されておりますがいかがいた

しましょうか。 

加藤委員 指名推選がよろしいかと。 

望月委員長職務代理 指名推選というご意見がございましたが、指名推選で行うこと

でよろしいでしょうか。 

 ―異議なし― 

望月委員長職務代理 それでは、委員長選挙は指名推選で行うことといたします。暫

時休憩いたします。 

  

望月委員長職務代理 再開いたします。委員長の選挙については、指名推選で行うこ

とになりましたが、推選をお願いします。 

加藤委員 望月委員にお願いしたいと思います。 

望月委員長職務代理 それでは、お諮りいたします。平成２３年４月１日から１年間、

望月委員が委員長ということでご異議ございませんか。 

 ―異議なし― 

望月委員長 異議なしと認め、私が委員長として決定いたしました。 

事務局 ただ今委員長が決定いたしましたので、一言ごあいさつをいた

だきたいと思います。 

望月委員長 それでは望月でございます。よろしくお願いいたします。ピン

チはチャンスだと言う言葉がありますが、私は今の教育委員会の

状態はまさにそのような事ではないかと考えています。教育長、

部長、教育委員長３人がそろって辞任するということ。また、２

６年ぶりの組織の大きな改革であり、これを１つのピンチと捉え

たいと思います。それから学校教育のソフトの面を見ますと、４

月から小学校では新学習指導要領の本格実施、あるいは７月には

中学校の教科書採択という大きな問題がございます。本市が考え

ている幼小中一貫教育をどのように具体的な推進していくかとい

う大きな課題、これも１つのピンチだと私は捉えたいと思ってい

ます。しかし、ピンチというものは考え方だけでは、ピンチがチ

ャンスにはならないと思います。考えをいかに行動に移すか、行

動に移した時に初めてピンチがチャンスになると思います。そう

いう面では新しい教育長、部長をはじめ、我々が英知を絞って先

輩諸氏が築いてきた秦野の輝かしい実績と伝統を充実させ、新た

に何かを付け加え、更なる秦野の教育充実・発展の為に資する事

が我々の使命ではないかと考えています。我々教育委員も一生懸
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命頑張って、皆さんと共に元気を出しながら、秦野の為にと大胆

に考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

望月委員長 次に、委員長の職務代理者について、秦野市教育委員会会議規

則第３条で「あらかじめ教育委員会が指定する委員がその職務を

行う。」と規定されておりますが、いかがいたしましょうか。 

髙槗委員 加藤委員にお願いしたいと思います。 

望月委員長 加藤委員という意見がございましたが、よろしいでしょうか。

 ―異議なし― 

望月委員長 したがって、加藤委員を委員長の職務代理者に指定いたします。

よろしくお願いいたします。 

望月委員長 それでは、議案に入る前に、暫時休憩いたします。 

  

望月委員長 それでは再開いたします。「議案第１７号 秦野市教育委員会

教育長の任命について」は人事案件でありますので、秘密会によ

り審議したいと思います。ご異議ございませんでしょうか。 

 ―異議なし―              〔午前８時５２分〕

 〔削除〕 

望月委員長 以上で、臨時教育委員会会議を終了いたします。 

 〔秘密会午前８時５５分終了〕
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